
グループホームさるびあ重要事項説明書 

認知症対応型共同生活介護事業・介護予防認知症対応型共同生活介護事業 

 

 あなたに対する認知症対応型共同生活介護サービスの提供にあたり、介護保険法に係る厚生労働

省令に基づいて、重要事項を下記のとおり説明します。 

     （令和 3 年 4 月 1 日現在） 

１ ご利用施設の概要 

（１） 事業者の概要 

事業者の名称 社会福祉法人 光仁会 

事業者所在地 周南市城ケ丘三丁目 6 番 1 号 

代表者名 理事長 市川喜久子 

電話番号 ０８３４－３３－８８８１ 

FAX 番号 ０８３４－３３－８８８２ 

 

（２） 当法人で併せて実施する介護保険事業 

事業の種類 山口県知事・周南市の指定番号 利用定員 

指定年月日 指定番号 

地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 

平成 26 年 11 月 1 日 3591500289 29 名 

(予)短期入所生活介護 平成 26 年 11 月 1 日 3571501414 10 名 

地域密着型通所介護 平成 27 年 3 月 1 日  

3571501539 

 

10 名 周南市介護予防・日常生活支援

総合事業 総合事業通所介護 

平成 30 年 3 月 1 日 

 

２ 事業所の概要 

名称 グループホームさるびあ 

所在地 周南市城ケ丘三丁目６番１号 

介護保険事業所番号 3591500271 

電話番号 0834－33－8886  ＦＡＸ番号 0834－33－8887  

敷地 ２６５５．１１㎡ 

建物構造 鉄筋コンクリート造３階建て 

延床面積 ４４５．１４㎡ 

ユニット数 ２ユニット 

入居定員 １８名 

居室数 １８室 

全室個室  

１０．０８㎡～１０．６２㎡ 

共同生活室（ 2 室 ）、浴室・脱衣室（ ２室 ）、トイレ（ ４ケ所 ） 



 

３ 事業の目的 

  本事業所は、老人福祉法及び介護保険法の理念に基づき、認知症によって自立した生活が困難

になった利用者に対して、家庭的な環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常

生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がその有する

能力に応じ可能な限り自立して営むことができるよう支援することを目的とします。 

 

４ 運営の方針 

  本事業所において提供する（予防）認知症対応型共同生活介護は、介護保険法ならびに、関係す

る厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとします。 

2  利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるとともに、個別

の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供、管理、評価をす

る。 

3  利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明します。 

4 適切な介護技術をもってサービスを提供します。 

5  事業の目的の達成のため、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、保健医療・福祉

関係者や行政機関との密接な連携に努めるものとする。 

 

５ 従業者の職種及び員数 

従業者の職種、員数は、次のとおりとします。 

（１） ホーム長  １名（常勤１名 介護職員と兼務） 

（２） 管理者  １名（常勤１名 介護職員と兼務） 

（３） 計画作成担当者  ２名（常勤２名 介護職員と兼務） 

（４） 介護職員     ２０名（常勤１６名   うち１名 ホーム長と兼務 

うち１名 管理者と兼務 

うち２名 計画作成担当者と兼務 

うち１名 看護職員と兼務 

うち１名 ﾃﾞｲｼﾞｰｸﾗﾌﾞ生活指導員と兼務 

非常勤４名） 

（５） 看護職員      ２名（常勤２名     うち１名 介護職員と兼務 

  うち１名 特別養護老人ホームと兼務） 

６ 職員の勤務体制 

勤務体制 

早出 ７：００～１６：００ 

日勤 ８：３０～１７：３０ 

遅出 １０：００～１９：００ 

１０：３０～１９：３０ 

夜勤 １７：００～翌８：３０ 



 

７ 利用料 

①介護保険給付対象サービスの利用料 

※当事業所は、1 単位が１０.１４円の地域区分７級地となります。 

※全サービス共通の基本報酬引き上げについて 

新型コロナウイルス感染症に対応するためのかかりまし経費分として、厚生労働省の定めると

ころにより〈基本報酬の合計単位数×0.1％〉を上乗せした額を請求させていただきます。 

※算定期間は令和 3 年 4 月分から 9 月分までの予定ですが、感染状況等により変更の可能性もあ

ります。 

※利用者の個人負担額は介護保険負担割合証に記載された割合により算出いたします。 

※算定させていただく加算については体制の変更により変わる場合がございます。 

 

給付内容 区  分 単位数 

 

 

（予防）認知症対応型共同生活介護 

要支援２ ７４８単位／日 

要介護１ ７５２単位／日 

要介護２ ７８７単位／日 

要介護３ ８１１単位／日 

要介護４ ８２７単位／日 

要介護５ ８４４単位／日 

医療連携体制加算（Ⅲ） ５９単位／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位／日 

初期加算 ３０単位／日 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位／月 

科学的介護推進体制加算 ４０単位／月 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位×１１．１％（月） 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位×２．３％（月） 

 

②体制加算等の説明 

○医療連携体制加算（Ⅲ）・・・看護師を常勤換算で１名以上配置し、重度化した場合の対応指針を

定め、入居時にその内容を説明し同意を得ており、算定日の前 12 月間に次のいずれかに該当する

状態の入居者が１人以上である場合に算定いたします。 

(1) 喀痰吸引を実施している状態 

(2) 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

(3) 中心静脈注射を実施している状態 

(4) 人工腎臓を実施している状態 

(5) 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

(6) 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態 

(7) 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 



(8) 褥瘡に対する治療を実施している状態 

(9) 気管切開が行われている状態 

〇サービス提供体制強化加算（Ⅲ）・・・看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が 100

分の 75 以上である場合に算定いたします。 

○初期加算・・・入居後初日から３０日間は初期加算として３０単位／日を算定いたします。 

〇生活機能向上連携加算（Ⅱ）・・・医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士と連携し、介

護計画に基づく指定認知症型共同生活介護を行なった場合に算定いたします。 

〇科学的介護推進体制加算・・・ご利用者様ごとの心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提

出し、サービスの提供にあたって、基本的な情報その他サービスを適切かつ有効に提供するため

に必要な情報を活用している場合に算定いたします。 

〇介護職員処遇改善加算（Ⅰ）・・・所定単位数（基本単位＋各加算単位）にサービス別加算率（11.1％）

を乗じた単位数を算定いたします。 

〇介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）・・・所定単位数（基本単位＋各加算単位）にサービス別加算

率（2.3％）を乗じた単位数を算定いたします。 

 

８ 介護保険給付以外の費用 

種類 金額（日額／月額） 備考 

家賃 ４５，０００円／月 月途中の入退居については、1，500 円／

日の日割り計算となります。 

光熱水費 ２０，０００円／月 月途中の入退居については、670 円／日

の日割り計算となります。 

食材料費 １，６００円／日 （朝食 250 円、昼食（おやつ代込）710

円、夕食 640 円） 

その他の日常生活費 実費 利用者希望によって、身の回り品として

日常生活に必要なものにかかる費用 

利用者の希望によって、教養娯楽として

日常生活に必要なものに係る費用 

敷金 ５０，０００円 敷金として入居時に預かり、退居時に清

掃費、未収金等を精算後、残りは返還し

ます。 

おむつ代 実費 ご家族から希望があれば、当法人が契約

している業者より、必要に応じて購入し、

入居者に請求します。なお、ご家族が持

ってこられることも可能です。 

理美容代 

 

実費 理美容代にかかった経費の実費を請求し

ます。 

 

 



※入居者が入院されている期間の費用は、家賃を除き請求いたしません。 

※医療費について 

 介護職員は、常日頃から利用者の健康管理に努めておりますが、利用者が病気又は負傷等により

検査や治療が必要となった場合は、利用者の主治医又は事業者の協力医療機関による往診や通院に

より対応し、医療保険適用により別途自己負担していただくこととなります。 

 

９ 事故及び災害発生時の対応 

 １ 事故及び災害発生した場合には入居者の状況を確認し、必要な処置を行うとともに速やかに

ご家族に連絡をします。重大な事故や事態が発生した場合には、速やかに関係機関（周南市高

齢者支援課、山口県長寿社会課その他関係機関）にも連絡いたします。 

 ２ 「事故・災害報告書」にて、発生状況、経緯（経過）、入居者の状態等を記録し、誠意をもっ

て入居者やご家族に説明をいたします。 

 ３ 「事故・災害報告書」を基に発生原因を職員とともに検証し、再発防止に努めます。 

 

 

 

  



１０ 協力医療機関 

医療機関の名称 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 

院長名 沼 文隆 

所在地 周南市孝田町１番１号 

電話番号 ０８３４－２１－３３３０ 

診療科 内科、外科、整形外科等 

入院設備 有り 

  

医療機関の名称 社会福祉法人 同仁会 周南記念病院 

院長名 橋谷田 博 

所在地 下松市生野屋南一丁目１０番１号 

電話番号 ０８３３－４５－３３３０ 

診療科 内科、外科、整形外科等 

入院設備 有り 

 

医療機関の名称 医療法人社団 光仁会 市川医院 

院長名 市川 晃 

所在地 光市中央３丁目２番２６号 

電話番号 ０８３３－７２－５７００ 

診療科 内科、胃腸科、リハビリテーション科、循環器科 

入院設備 有り 

 

１１ 協力歯科医療機関 

医療機関の名称 こやま歯科医院 

院長名 小山 茂幸 

所在地 周南市上御弓町４１８１ 

電話番号 ０８３４－２２－６６２２ 

 

１２ 協力支援連携施設 

施設の名称 地域密着型特別養護老人ホームくすのき苑 

住所 周南市城ケ丘三丁目６番１号 

電話番号 ０８３４－３３－８８８１ 

施設の名称 介護老人保健施設ふくしの里 

住所                     下松市生野屋南一丁目１０番１号 

電話番号 ０８３３－４５－３３６０ 

 

 



１３ 損害賠償 

  万一の事故に備えて、損害補償保険責任保険に加入しております。 

  保険会社：損害保険ジャパン日本興亜（株） 

 

１４ 非常災害時の対策 

火災・災害時の対応 別途定める「社会福祉法人光仁会消防計画」に従い対応

します。 

平常の訓練 「社会福祉法人光仁会消防計画」に従い夜間及び昼間を

想定した避難訓練を実施します。 

災害設備 スプリンクラー、誘導灯、消火器、自動火災報知機 

 

１５ 苦情相談機関 

   当施設に相談窓口を設置しております。遠慮なくお申し出ください。 

⚫ 苦情解決責任者 大森 敏正 不在時は、弘中 達也  

⚫ 苦情受付担当者 中山 知子 

⚫ 苦情受付担当者 中村 明子 

受付時間 午前８：３０～１７：３０ 

電話０８３４－３３－８８８６ 

 

１６ その他の相談機関 

⚫ 第三者委員  有馬 俊雅 

周南市須々万奥５７６ 

電話０８３４－８８－０２５９ 

⚫ 第三者委員  小林 武生     

周南市学園台８４３－４－２８ 

電話０８３４－２８－０４１１ 

⚫ 第三者委員  藤本 真樹     

周南市遠石２－１０－１６セジュール遠石Ａ－２０２ 

電話０９０－９５０６－５６８１ 

⚫ 周南市高齢者支援課   

周南市岐山通 1 丁目 1 番地 

電話０８３４－２２－８４６７ 

⚫ 山口県国民健康保険団体連合会      

山口県朝田１９８０－７ 

電話０８３－９９５－１０１０ 

⚫ 山口県福祉サービス運営適正化委員会  （福祉サービス苦情解決委員会） 

山口県大手町９－６ ゆ～あいプラザ山口県社会福祉会館２Ｆ 

電話０８３－９２４－２８３７ 



１７ サービスの第三者評価の実施状況 

当事業所は、サービスの第三者評価について、山口県福祉サービス第三者評価業務実施要綱に

基づき外部評価を実施しています。地域の市民の手による公正中立なサービス評価を受け、その

結果を公表しています。 

 

外部評価実施済み 

調査実施日 令和元年９月１９日 

山口県サービス評価調査機関   

特定非営利活動法人 やまぐち介護サービス評価調査ネットワーク 

 

１８ 虐待の防止について 

当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講

じます。 

（１）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

（３）その他虐待防止のために必要な措置 

事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護

する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市に通報しま

す。 

虐待防止に関する責任者  ホーム長 大森 敏正 不在時は、管理者 弘中 達也 

 

１９ 利用にあたっての留意点 

訪問・面会 面会は、事業所に備え付けてある面会簿に記入し、従業者

に届け出てください。面会時間は、原則として、8:00~21:00 

です。この時間帯以外での面会を希望されるときには、お

電話でご連絡をください。来訪者の方で、宿泊を希望され

る方は事前に管理者にご連絡ください。なお、入居者の安

全確保、防犯上、19:00 以降翌朝 7:00 まで玄関を施錠して

おります。               

外出・外泊 外出・外泊をされるときには、事務所にある外出・外泊届

を必ず提出してください。なお、必ず行き先と帰宅予定時

間に遅れる場合には連絡を必ずお願いします。３日以上の

連続して外泊される場合は、管理者に事前にご相談くださ

い。（入居者の外出・外泊は、ご家族（身元引受人）の付き

添いが原則です。） 

住居・居室の利用 共同生活住居内の設備、備品等は、大切にご利用ください。

なおこれに反して利用し破損等が発生した場合は、賠償し

ていただくことがあります。 



所持品の管理 所持品には必ず記名をお願いします。持ってこられた時に

記名を職員と一緒に確認させていただきます。 

現金等の管理 現金は部屋に持ち込まないようお願いします。事務所にて

お預かりします。 

迷惑行為 騒音等他の入居者への迷惑行為が続く場合退居していただ

くことがあります。また、むやみに他の入居者の居室等に

立ち入らないようにしてください。 

貴重品 要望があれば、日常生活上使用するに足る程度の金銭（上

限１万円）を預り金規定に基づき、当事業所で管理するこ

とも可能です。 

喫煙・飲酒 喫煙は指定された場所でお願いします。 

飲酒を希望される方は、お知らせください。（保管は、職員

がいたします。） 

入院の場合 心身の状態変化に伴い入院治療されることになった場合に

は、最長１か月は居室を開けて退院をお待ちすることがで

きます。また、1 か月を超えての入院治療の場合は、ご相

談ください。 

利用料金等のお支払 （１） 当事業所では、当サービスご利用の都度、提供しま

したサービスの内容を示す「サービス提供明細書」

をお渡しし、翌月「請求書」を送付いたします。こ

の請求書に記載した金額を、その月（サービスご利

用の翌月）２６日に、ご指定の通帳より自動引落ち

する方法にてお支払いただきます。 

（２） 上記のとおり、通帳自動引落の方法を原則としてお

りますが、ご利用者のご希望に応じ、口座振込の方

法も承ります。この場合には、担当職員にお申し付

けください。 

宗教 他の入居者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮くださ

い。 

食べ物 食品の持ち込みはご自由ですが、管理上職員へ一言声をか

けることをお願いします。 

 

 

  



重度化対応・終末期ケア対応指針 

                    グループホームさるびあ 

■  目  的 

   グループホームの入居者が、病状の重度化や加齢により衰弱し人生の終末期の状態に

なっても、なじみの関係での生活を維持し、そして本人が望む場所で最後まで暮らして

いくことができるように、医療関係者・家族等と協力して対応していく。 

 

■  重度化した状態・終末期の判断 

   主治医の判断が基本である。主には、①がんの終末期、②多様な疾患の重度化、 

③老衰、④その他である。 

 

■  基本的な姿勢 

   病状が重度化した入居者、あるいは人生の終末期の入居者が、疼痛や苦痛がなく本人、

家族等が望むような人生の過ごし方ができ、グループホームでの生活が継続できるよう

に最大限の対応をする。 

 

■  医療連携 

  主治医との連携 

     主治医の指示・指導のもと、必要な医療を行いながら、時に入院による病院での

医療とも連携していく。 

 

■  家族等の信頼・協力関係 

   グループホームでの重度化・終末期の対応を行っていくためには、家族等の信頼・協

力関係は欠かせない。家族等と一緒になって医療とも連携して入居者本人が満足するよ

うな看取りへの支援をしていく。 

 

■  職員の教育・研修 

   医療関連専門職との連携で、重度化・終末期ケアが充実するように、職員教育・研修

に努めていく。また、家族等の意向を重視した密な連携をもつことができるように努力

する。 

 

■  入院期間中の居住費・食事 

  重要事項説明書のとおりとする。  

 

 


